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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　災害時に使用する防災用具において、
　帽体を備えた防災用のヘルメットと、筒状の本体内にその長手方向一方側から光を出射
することのできる発光部が設けられた縦長の懐中電灯を備え、
　前記懐中電灯は出射側の端部が上を向くように縦向きに立設させることができ、
　前記ヘルメットは、縦向きに立設した懐中電灯の上端側に被せることによって照明装置
のシェードとして使用することができ、当該懐中電灯の上端側から取り外すことによって
頭部保護用のヘルメットとして使用することができ、
　前記懐中電灯は、縦向きに立設させることによって前記ヘルメットを支持する支持体と
して使用することができ、上端側に被せられたヘルメットを取り外すことによって懐中電
灯として使用することができる、
　ことを特徴とする防災用具。
【請求項２】
　請求項１記載の防災用具において、
　ヘルメットの内部に第一の固定手段が設けられ、
　懐中電灯の上端側に第二の固定手段が設けられ、
　前記ヘルメットを縦向きに立設させた懐中電灯の上端側に被せて前記第一の固定手段と
前記第二の固定手段とを固定することによって、前記ヘルメットと前記懐中電灯が固定さ
れ、
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　前記懐中電灯の上端側に被せられたヘルメットを持ち上げて第一の固定手段と第二の固
定手段を引き離すことによって、当該ヘルメットと懐中電灯を分離することができる、
　ことを特徴とする防災用具。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の防災用具において、
　縦向きに立設した懐中電灯を支持する台座を備えた、
　ことを特徴とする防災用具。
【請求項４】
　請求項３記載の防災用具において、
　台座に懐中電灯の本体を嵌合することのできる嵌合部が設けられた、
　ことを特徴とする防災用具。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の防災用具において、
　懐中電灯の本体に、発光部のＯＮとＯＦＦを切り替えるためのスイッチが設けられた、
　ことを特徴とする防災用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は防災用のヘルメットを備えた防災用具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　会社、病院、養護施設、役所等の各種施設、個人の家庭では、地震、津波等の発生に備
えて、ヘルメットをはじめとする各種防災用具を常備していることが多い。特に、阪神淡
路大震災、東日本大震災後は、国民の防災意識の高まりから、防災用具の常備が普及して
いる。
【０００３】
　通常のヘルメットは嵩張るため、身の回りに常備しておくと場所を取り、日常作業の邪
魔になり易い。このため、ロッカーや棚などに収納しておくことが多く、収容場所を忘れ
るとか、収容場所は分かっていても取り出して着用するまでに時間が掛かる、緊急事態発
生時に着用しにくいといったことがある。
【０００４】
　近年は、場所を取らず、身近に置いても邪魔にならない折り畳み式のヘルメットが開発
されている（例えば、特許文献１～３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－０６１９５６号公報
【特許文献２】特開２０１５－０２８２３３号公報
【特許文献３】特開２０１４－２３４５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１～３のヘルメットは、不使用時の保管には場所をとらないが、使用できる状
態に組み立てるのに時間がかかるとか、構造が複雑であるとか、強度が必ずしも十分でな
いといった難点がある。
【０００７】
　本発明の解決課題は、既存のヘルメットと同様に一定の形状であるが、身近に置いても
邪魔になりにくく、卓上照明やフロアランプ（本願において「照明装置」という）などの
日常的に使用される物品の一部として或いは室内のインテリアとして使用することができ
、緊急時（災害発生時）に簡易迅速に着用することのできる防災用具を提供することにあ
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る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の防災用具は、帽体を備えた防災用のヘルメットと、筒状の本体内にその長手方
向一方側から光を出射することのできる発光部が設けられた縦長の懐中電灯を備え、懐中
電灯は出射側の端部が上を向くように縦向きに立設させることができ、ヘルメットは、縦
向きに立設した懐中電灯の上端側に被せることによって照明装置のシェードとして使用す
ることができ、当該懐中電灯の上端側から取り外すことによって頭部保護用のヘルメット
として使用することができ、懐中電灯は、縦向きに立設させることによって前記ヘルメッ
トを支持する支持体として使用することができ、上端側に被せられたヘルメットを取り外
すことによって懐中電灯として使用することができるようにしたものである。
【０００９】
　前記防災用具は、ヘルメットの内部に第一の固定手段が設けられ、懐中電灯の上端側に
第二の固定手段が設けられ、ヘルメットを縦向きに立設させた懐中電灯の上端側に被せて
第一の固定手段と第二の固定手段とを固定することによって、ヘルメットと懐中電灯が固
定され、懐中電灯の上端側に被せられたヘルメットを持ち上げて第一の固定手段と第二の
固定手段を引き離すことによって、当該ヘルメットと懐中電灯を分離することができるよ
うにしてもよい。本発明の防災用具は、縦向きに立設した懐中電灯を支持する台座を備え
たものとすることもできる。この場合、台座に懐中電灯の本体を嵌合することのできる嵌
合部を設けることもできる。懐中電灯の本体には、発光部のＯＮとＯＦＦを切り替えるた
めのスイッチを設けることもできる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の防災用具は、平常時は、照明装置などの日常的に使用される物品の一部として
使用できるため、置き場所に困ることがなく、災害発生時に簡易迅速に着用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の防災用具の一例を示すものであって、（ａ）はヘルメットを支持体に被
せた状態の正面図、（ｂ）は（ａ）の斜視分解図。
【図２】本発明の防災用具の一例を示すものであって、（ａ）は底面側の斜視図、（ｂ）
は支持体を防災用具の内側に固定した状態を示す斜視図。
【図３】支持体の一例を説明するものであって、（ａ）は斜視図、（ｂ）は部分断面図、
（ｃ）は平面図。
【図４】図１（ａ）に示す防災用具の部分断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（実施形態）
　本発明の防災用具の一例を、図面を参照して説明する。一例として図１（ａ）（ｂ）に
示す防災用具は、ヘルメット１と、当該ヘルメット１を支持する支持体２と、当該支持体
２を支持する台座３を備えたものである。この実施形態の防災用具は、図１（ａ）のよう
に台座３に支持体２を縦向きに差し込み、その支持体２の上にヘルメット１を被せること
によって、ヘルメット１を照明装置のシェードとして使用することができ、図１（ｂ）の
ようにヘルメット１と、支持体２と、台座３を分離することによって、ヘルメット１を通
常の頭部保護用のヘルメットとして、支持体２を懐中電灯として使用することができるも
のである。
【００１３】
　［ヘルメット］
　前記ヘルメット１の内部構造を図２（ａ）（ｂ）及び図４に示す。このヘルメット１は
、帽体４と、当該帽体４の内側に配置された衝撃吸収材（ライナー）５と、当該ライナー
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５の内側に配置されたハンモック６と、ヘッドバンド７と、顎紐（図示省略）を備えてい
る。
【００１４】
　前記帽体４は頭部を覆い保護するもの、ライナー５は帽体４に衝撃が加わった際に頭部
に伝わる衝撃を緩和するもの、ハンモック６は帽体４とのバランスを取り合って頭部に加
わる衝撃を減少させるもの、ヘッドバンド７は頭周に合わせてサイズを調節し帽体４と頭
部を固定するもの、顎紐はヘルメット１と頭部全体を固定してヘルメット１の脱落を防止
するものである。この実施形態では、帽体４を硬質樹脂製、ライナー５を発泡スチロール
製、ハンモック６及びヘッドバンド７を樹脂製等としてあるが、これら以外の材質製とす
ることできる。
【００１５】
　顎紐はハンモック６やヘッドバンド７に脱着できるようにしてあり、ハンモック６やヘ
ッドバンド７に装着した状態で帽体４とハンモック６の間の空間に収められるようにして
ある。顎紐は布製のもの、樹脂製のもの、それ以外の材質製のものであってもよい。また
、長さが一定のものでも、長さ調節可能なものでもよい。顎紐は必要に応じて設ければよ
い。
【００１６】
　図２（ａ）に示すハンモック６は、帽体４の中心に位置するリング状の中央部９とその
中央部９から外周四方に伸びるバンドアーム１０が一体に設けられたものである。四本の
バンドアーム１０の先端は、帽体４の内壁に沿って設けられたヘッドバンド７に止めピン
８で固定されている。
【００１７】
　ハンモック６の中央部９の中心には円形の大孔１１が設けられ、その大孔１１の外側に
四つの小孔１２が等間隔で設けられている。中央部９の裏側（図２（ａ）の上側）には、
前記支持体２を固定するための固定手段（図４：本願において「第一の固定手段」という
）１３が設けられている。
【００１８】
　一例として図２（ａ）に示す第一の固定手段１３は、中央部９の上側に配置された円盤
１４と、当該円盤１４の底面側に突出するマグネット（説明の便宜上、以下では「上マグ
ネット」という）１５を備えたものである。円盤１４は、その上面側が前記ライナー５の
底面に接触するようにして、帽体４がぐらつかないようにしてある。
【００１９】
　上マグネット１５は中央部９に開口された小孔１２と同じ間隔で四つ設けられ、個々の
上マグネット１５が四つの小孔１２に嵌合されて中央部９の底面に露出するようにしてあ
る。上マグネット１５の数はこれ以外であってもよい。また、第一の固定手段１３にはマ
グネット以外のもの、例えば、面状ファスナ等を用いることもできる。
【００２０】
　［支持体］
　図１に示す支持体２の詳細を図３（ａ）～（ｃ）に示す。この支持体２は懐中電灯とし
て使用可能なものであり、図３（ｂ）に示すように、円筒状の本体１６と、本体１６の内
側に設けられた発光部１７と、本体１６の上端に設けられた上面開口のフード１８と、フ
ード１８の開口部に配置された透光板１９を備えている。本体１６には、電池を収容する
ための空間（電池収容部）、発光部１７のＯＮとＯＦＦを切り替えるためのスイッチＳＷ
等が設けられている。本体１６の下端には電池を出し入れ可能な下端開口部が設けられて
いる。下端開口部は下キャップ２８で閉塞できるようにしてある。
【００２１】
　この実施形態では、発光部１７の光源としてＬＥＤを用いている。ＬＥＤは図示しない
基板に実装され、本体内に収容された電池（図示しない）によって発光するようにしてあ
る。光源はＬＥＤ以外のものを用いることもできる。
【００２２】
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　この実施形態では、前記フード１８として透明のアクリル樹脂をお椀状に成型したもの
を用いている。フード１８の表面にはすりガラス風の塗装が施され、当該フード１８を透
過した光がぼんやりとした光として漏れるようにしてある。ＬＥＤには指向性があるため
、光源としてＬＥＤを用いる場合には、図示しない反射シートを貼るとか内面を粗面化す
るとかして光が乱反射するようにするのが好ましい。フード１８は発光部１７からの光を
透過可能である限り、その形状、材質、構造はこれ以外であってもよい。
【００２３】
　この実施形態では、前記透光板１９として透明のアクリル樹脂板を用いている。透光板
１９は前記フード１８の上面開口部を閉塞できる大きさ及び形状としてある。フード１８
と同様、光源としてＬＥＤを用いる場合には、図示しない反射シートを貼るとか内面を粗
面化するとかして光が乱反射するようにするのが好ましい。透光板１９は、光を透過可能
である限りアクリル樹脂製以外であってもよい。
【００２４】
　前記支持体２の上端側には、透光板１９を押さえるリング状の押さえ部材２０が設けら
れている。押さえ部材２０はアルミ製、或いは、アルミ以外の材質製で成型したものにア
ルミのような塗装を施したものを用いることができる。押さえ部材２０は前記ヘルメット
１の内側に設けられた円盤１４（図４）と同程度の大きさであり、その上面には、固定手
段（本願において「第二の固定手段」という）２１として、上マグネット１５と同数のマ
グネット（説明の便宜上「下マグネット」という）２２が設けられている。下マグネット
２２と上マグネット１５は対になるように同じ間隔で設けられている。第二の固定手段２
１は、第一の固定手段１３に応じて、マグネット以外のものを用いることもできる。
【００２５】
　ヘルメット１を支持体２の上方から被せて上マグネット１５と下マグネット２２を磁着
させることで、ヘルメット１を支持体２上に固定することができ、ヘルメット１を持ち上
げて上マグネット１５と下マグネット２２を引き離すことによって分離することができる
。
【００２６】
　［台座］
　前記台座３は支持体２を立設させる部材である。一例として図４に示す台座３は、薄型
の円盤状であり、その表面に支持体２の本体１６を嵌合することのできる円柱状の嵌合部
２３が設けられている。嵌合部２３の中心には縦長の細棒２４が立設され、当該細棒２４
が支持体２の装着時に当該支持体２の下キャップ２８に設けられた差込み孔２５（図３（
ｂ））に挿し込まれるようにしてある。差込み孔２５に細棒２４が差し込まれることによ
って、支持体２がふらついて転倒するのを防止することができる。
【００２７】
　台座３の底面には切欠き部２６が設けられ、当該切欠き部２６からダミーの電源コード
（ダミーコード）２７が引き出されている。ダミーコード２７は、この実施形態の防災用
具を照明装置に見えるようにするためのものであり、不要な場合には設けなくてもよい。
台座３の底側には、ダミーコード２７を押さえるための底板２９が設けられている。台座
３は支持体２を安定した状態で（ぐらつかない状態で）置くことができる限り、これ以外
の形状や構造とすることもできる。支持体２が安定して立設する場合には、台座３は省略
することもできる。
【００２８】
　（その他の実施形態）
　前記実施形態では、支持体２を懐中電灯として使用できる場合を一例としているが、支
持体２はこれ以外のものであってもよい。図示は省略するが、例えば、縦長円柱状の筐体
にラジオを内蔵するとともに、当該筐体の上端部に下マグネットなどの第二の固定手段２
１を設けることで、普段は卓上で使用するラジオとして用いることができ、災害時にはヘ
ルメット１を通常のヘルメットとして、支持体２をラジオとして使用することができる。
ラジオは、既存のラジオと同様に、電源回路や同調回路、増幅回路、スピーカー等を備え
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【００２９】
　前記実施形態のほか、支持体２を縦長円柱状の蓋付き容器とし、その中に食料や飲料、
ビニール製の袋、懐炉、マスクなどの非常用具を収容しておくとともに、当該容器や容器
の蓋の上端部に下マグネットなどの第二の固定手段を設けることで、当該ヘルメット１を
通常のヘルメットとして使用でき、支持体２の容器に収容された非常用具を使用すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明の防災用具は、会社、病院、養護施設、役所等の各種施設、個人の家庭等の様々
な場面で使用することができる。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　ヘルメット
　２　　支持体
　３　　台座
　４　　帽体
　５　　衝撃吸収材（ライナー）
　６　　ハンモック
　７　　ヘッドバンド
　８　　止めピン
　９　　中央部
　１０　バンドアーム
　１１　大孔
　１２　小孔
　１３　第一の固定手段
　１４　円盤
　１５　上マグネット
　１６　本体
　１７　発光部
　１８　フード
　１９　透光板
　２０　押さえ部材
　２１　第二の固定手段
　２２　下マグネット
　２３　嵌合部
　２４　細棒
　２５　差込み孔
　２６　切欠き部
　２７　ダミーコード
　２８　下キャップ
　ＳＷ　スイッチ
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